
悪化の目立つ信組経営
最近の信金・信組の経営動向をみると、まず
預金については、信金の堅調な伸びと、信組の
急減が目立っている（図1-1）。信金はバブル崩
壊以降も増加基調を維持しているのに対し、信
組は95年3月をピークに減少を続けている。こ
の要因としては、信組は破綻増加により信用不
安が払拭できないことに対して、信金は業界全
体としての信頼性を維持できていることと、業態
の破綻処理方法の相違（後述）があげられよう。

貸出については、大手銀行が貸出資産を圧縮
する中、信金は直近でも増加傾向を続けている
（図1-2）。
その理由としては、大手行の貸し渋りが問題

となる中、信金は自己資本比率が国内基準(4%)
で余裕があることや、「特別保証制度」案件に
対し、積極的な取組みを行なったことがあげら
れる。
一方、信組の貸出は、95年3月をピークとし

て急減しているが、これも預金と同様の要因に
よるものであろう。
預貸金以外の経営指標をみると、業務純益ベ

ースでのＲＯＡについては、大企業取引の多い
都銀や地銀に対し、信金は優れた数値となって
いるが、不良債権比率については、特に信組の
高い数値が際立っている(表1)。

業態内での格差拡大
信金・信組の経営環境は、他業態との競合に

より激化している。その背景には、「経営健全
化計画」に見られるような都銀のリテイル重視
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戦略や、都市部でバブルの痛手を負った地銀の
地元回帰の動き等がある。
また、資金吸収面については、近年競合先と

なっていた郵貯への資金が、近く大量満期を迎
えるため、その獲得が課題となっている。一方、
貸出については、上記不良債権比率にみられる
ように、資産内容の劣化が問題である。主要貸
出先である中小製造業は1/6が債務超過(通産
省、平成10年中小商工業調査)と言われる中、
不動産価格の下落が都市部の信金・信組に痛手
を与えており、最近の業界再編の引き金となっ
ている。
さらに、信金・信組ともに次のような業態内

格差が注目されている。
①信用金庫
総じて地元密着型の戦略を明確に打ち出して

いるが、地域間格差は拡大している（図2）。
一般的に他業態との競合が激しい都市部が厳し
い状況にある中、地方ではそれらの追随を許さ
ない信金もある。

例えば、北海道ではもともと信金のシェアが
高かったことに加えて、北海道拓殖銀行の破綻
や中央機関の積極的な自治体とのパイプ作り等
もあり、7割以上の市町村で信用金庫が指定金
融機関に採用され、強みを発揮している。
②信用組合
信金業界に比べて個々の組織の設立経緯や性

質が異なっているため、組織間の格差は大きい。

グループ化してみると、一般的に経費率の低い
業域・職域信組（注）の方が圧倒的に経営内容
が良く、地域等との格差が顕著となっている
（表2）。
信組にとっては、業界自体の縮小が一番の問
題点であるが、特に業域・職域以外の信組で再
編が加速している。

(注)業域信組は医師などの同一業者から、職域信組は会社や
官庁などの職場を同じくする勤労者から構成される信用
組合である。

業界再編と破綻処理
①信用金庫
信金・信組の破綻処理の特色をみると、まず

信金は、従来より業界内のセーフティネットで
ある「相互援助制度」が活用されてきており、
不振先を業界内で吸収することにより外部への
負担要請をほとんど行なってこなかった。この
ことが、個々の信金の信頼性にも結びついてい
ると考えられる。
しかし大都市圏を中心に、経営内容の悪化が

目立つ信金の再編は加速しており、相互援助制
度の資金面での限界も視野に入りつつある。そ
のため昨年、同制度は改正され、破綻処理は原
則預金保険制度を適用する方式に変更された。
現在信用金庫は、預金保険制度に対して年間約
780億円もの保険料を負担しているものの、利
用することはほとんど無く(注)、これに対して
は優良信金から不満の声も上がっていた。ただ
し、預金保険制度を活用しても「業態内処理」
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は堅持される見込みである。
(注)近年では東洋信金、釜石信金の破綻処理でしか利用され
ていない。（文末参考資料）

②信用組合
これに対し信用組合は、95年のコスモ信組

や木津信組の破綻以来、バブル崩壊の影響を受
けた信組の破綻や外国系信組の再編が目立って
おり、これが業界全体の信頼性低下につながっ
ている。
信組の破綻処理は、地域内で受け皿を探すこ

とが難しく業態内で完結できないことから、破
綻先は地銀などの他業態に吸収される例が多
く、業界自体が縮小している（図3-1、3-2）。

破綻処理に当たっては、監督当局である自治
体や預金保険機構も関与せざるを得ず、破綻要
因も含め社会問題化することが多かった。特に
98年4月の早期是正措置導入により再編は加速

しており、98年度には24信組、今年度に入っ
てからもすでにそれ以上が破綻している。
信組は、信金に比べると中央機関の指導力が

発揮しにくい構造にあるといえる。業態内でも、
地域、業域・職域、外国系といった設立経緯や
性質の異なった機関が共存しているため、全体
での意思統一が容易ではないことが主因であ
る。
今まで信組の破綻には預金保険法が適用さ

れ、破綻と同時に受け皿金融機関を決めて、預
金保険機構の資金援助を受け営業譲渡されてい
た。しかし最近、金融再生委員会は、信組の破
綻処理にも金融再生法を適用し、資産査定の厳
格化、破綻原因究明、ならびに関係者の責任追
及を行なっていく方針を表明している。
また、2000年4月からは、監督権限が都道府県

から金融監督庁に移管されるため、検査基準は
均一化、厳格化されることが予想されており、さ
らなる整理・再編の動きが加速するであろう。

注目される自己資本増強施策
信組の監督機関の移行に加えて、今年度決算

より金融機関の統一基準である金融検査マニュ
アル(注)が適用される。そのため、資産の査定
方法は急速に厳格化され、償却負担の増加は資
本勘定への影響を与えることとなる。
(注)金融検査マニュアルについては、内容が協同組織金融機
関に馴染まない等、採用に当たっての意見調整が長引い
たものの、金融機関一律の基準が導入される意味は大き
い。

このような状況のもと、今後不足が見込まれ
る自己資本を充実させるための枠組みが検討さ
れている。加えて、2001年4月からのペイオフ
解禁に備え、預金流出を防ぐためにも、信頼性
向上の基礎となる自己資本の増強は不可欠であ
ろう。
協同組織金融機関の自己資本増強について

は、現在中央機関（農中、商中、全信連、全信
組連、労金連）への優先出資が認められている
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他、次のような枠組みが整備、検討されている
ところである。
①信金に対する全信連の劣後ローン
昨年より、全信連は全信組連と同様、個々の

信用金庫に対する劣後ローンの供与を開始させ
ている。全信連は自己資本算出に当たり、ダブ
ルギアリングとならないよう、相当分を控除し
ている。そのため、今後の対応余力には限界が
あるといえよう。
②信用組合移管円滑化機構
金融監督庁は、信組の監督権限を都道府県か

ら移管受けるに当たり、1800億円を出融資す
る「信用組合移管円滑化機構」の設立を提案し
ている。業界内にはすでに「全国信用組合保障
基金機構」というセーフティネットがあるが、
相次ぐ破綻により資金的余力に乏しく、今後加
速するであろう再編には対応しきれないと見ら
れている。
しかしながら円滑化機構への融資を要請され

ている日銀は、自行のバランスシート悪化懸念
などから、出資に対しては慎重な姿勢を表明し
ている。
③信組の優先出資証券発行解禁
優先出資法を改正し、従来中央機関にしか認

められなかった優先出資を個々の信用組合に対
しても認める方針が検討されている。円滑化機
構の構想でも、優先出資証券の引受が盛り込ま
れている。
ただし、組合員以外からの出資は協同組織金

融機関の本質からはずれるとの見方もあり、業
界の要望に対し実現には時間を要すると思われ
る。
以上のように、信金・信組はすでに個別組織

間の格差が顕著となっている中、不振先の整
理・撤退が増えており、それに対するコストも
社会問題となっている。
業界全体としての信頼性を維持、向上させる

ためには、今までのセーフティーネットに加え

中央機関のリーダーシップ、ならびに破綻処理
と自己資本充実への枠組み整備が緊急に望まれ
ている。今後は、これらの策定と運用の成否が、
業界存続のための要となるであろう。

（萩尾 美帆）
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